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区
議
会
の
し
く
み
・
区
議
会
の
し
ご
と

区
議
会
の
し
く
み
・
区
議
会
の
し
ご
と

議　 案　 審　 議　 の　 流　 れ議　 案　 審　 議　 の　 流　 れ

・議案提出権は、区長と
　議員双方にあります。

・本会議を開くには、議員定数の半数以
　上の出席が必要です。
・議案提出者から、提案理由の説明があ
　ります。
・議員が議案について、質疑を行います。
・議案は原則として、委員会へ審査を付
　託します。
・委員会への付託を省略した場合は、こ
　の場で議会として賛成か反対かを決め
　ます。

・議案について、審査を行い委員会
として、議案に賛成か反対かの態
度を決めます。

・委員会の審査結果を報告します。
・報告された内容について、議員が
質疑を行います。
・議員が提案について、賛成か反対
かの意見を述べます。
・議案について、議会として賛成か
反対かを決めます。

区　長  ・  議　員

議　　　案
（条例・意見書等）

本　　会　　議

開会→議案説明→質疑　→委員会付託

　　　　　　　　　　　→討論→採決

委　　員　　会

総務委員会
保健福祉委員会
建設環境委員会
文教委員会
議会運営委員会
都区制度・行革特別委員会
危機管理対策特別委員会
都市基盤整備特別委員会

議案説明→質疑→意見表明→採決

本　　会　　議

委員長　　　→質疑→討論→採決→閉会報　告

本会議の模様

区
議
会
の
役
割

　

地
方
自
治
の
精
神
は
、
近
代
国
家
に
お
け
る
民
主
主
義
の

最
も
基
本
的
な
考
え
方
と
な
っ
て
い
ま
す
。
憲
法
が
特
に

「
地
方
自
治
」
の
章
を
設
け
て
い
る
と
い
う
こ
と
は
、
正
に

そ
の
現
わ
れ
で
す
。
そ
し
て
、
地
方
自
治
の
基
礎
で
あ
る
住

民
の
意
思
を
決
定
す
る
議
決
機
関
と
し
て
、
議
会
を
設
置
す

る
こ
と
が
憲
法
第
93
条
に
定
め
ら
れ
て
い
ま
す
。

　

区
議
会
は
「
葛
飾
区
」
と
い
う
地
方
公
共
団
体
の
意
思
決

定
機
関
で
あ
り
、
約
44
万
人
の
葛
飾
区
民
に
代
わ
っ
て
、
そ

れ
ぞ
れ
の
要
望
や
意
見
を
汲
み
取
り
、
区
の
行
政
に
反
映
さ

せ
て
い
き
ま
す
。
そ
れ
が
区
議
会
の
基
本
的
な
役
割
と
な
っ

て
い
ま
す
。

区
議
会
と
区
長

　

葛
飾
区
に
は
、
団
体
と
し
て
の
意
思
を
決
め
る
議
会
（
議

決
機
関
）
と
議
会
の
決
定
に
基
づ
き
事
業
を
執
行
す
る
区
長

（
執
行
機
関
）
と
が
あ
り
、
議
会
の
構
成
員
で
あ
る
区
議
会

議
員
と
、
執
行
機
関
で
あ
る
区
長
は
、
と
も
に
区
民
に
よ
る

選
挙
で
選
ば
れ
ま
す
。

　

議
会
と
区
長
は
そ
れ
ぞ
れ
独
立
の
機
関
で
、
対
等
の
立
場

で
あ
り
、
権
限
・
役
割
が
明
確
に
区
分
さ
れ
、
相
互
の
牽
制

と
均
衡
に
よ
っ
て
公
正
な
行
政
を
確
保
す
る
と
い
う
、
チ
ェ

ッ
ク
・
ア
ン
ド
・
バ
ラ
ン
ス
の
機
能
を
生
か
し
て
、
区
民
の

た
め
に
区
政
を
推
進
し
て
い
き
ま
す
。

本
会
議
と
委
員
会

　

全
議
員
で
構
成
す
る
区
議
会
の
会
議
を
本
会
議
と
い
い
ま

す
。
区
の
重
要
な
事
項
は
、
全
て
本
会
議
で
決
定
し
ま
す
。

そ
の
ほ
か
に
議
員
の
区
政
に
対
す
る
一
般
質
問
な
ど
が
行
わ

れ
ま
す
。
本
会
議
は
、
傍
聴
す
る
こ
と
が
で
き
ま
す
。
傍
聴

券
は
会
議
開
始
予
定
時
間
の
１
時
間
前
か
ら
区
議
会
事
務
局

で
交
付
し
ま
す
。

　

議
会
で
取
り
扱
う
問
題
を
専
門
的
に
審
査
及
び
調
査
す
る

た
め
、
委
員
会
が
設
け
ら
れ
て
い
ま
す
。
現
在
、
区
議
会
に

常
設
さ
れ
る
委
員
会
（
常
任
委
員
会
）
は
、
総
務
、
保
健
福

祉
、
建
設
環
境
、
文
教
の
４
常
任
委
員
会
で
す
。

　

ま
た
、
必
要
に
応
じ
て
特
定
の
事
項
を
審
査
す
る
委
員
会

（
特
別
委
員
会
）
と
し
て
、
都
区
制
度
・
行
革
、
危
機
管
理

対
策
、
都
市
基
盤
整
備
の
３
特
別
委
員
会
が
あ
り
、
予
算
や

決
算
を
審
査
す
る
特
別
委
員
会
が
毎
年
設
置
さ
れ
ま
す
。
こ

の
ほ
か
、
議
会
の
運
営
を
協
議
す
る
た
め
に
、
議
会
運
営
委

員
会
が
設
置
さ
れ
て
い
ま
す
。

　

委
員
会
は
、
所
定
の
手
続
き
に
よ
り
、
傍
聴
す
る
こ
と
が

で
き
ま
す
。

議
長
・
副
議
長

　

葛
飾
区
議
会
議
員
の
数
は
、
区
の
条
例
で
40
人
と
定
め
ら

れ
て
お
り
、
議
長
と
副
議
長
は
、
議
員
の
選
挙
で
選
ば
れ
ま

す
。

　

議
長
は
、
議
事
を
整
理
し
、
議
場
の
秩
序
を
保
持
す
る
と

と
も
に
、
議
会
事
務
の
指
揮
監
督
を
行
い
ま
す
。
さ
ら
に
、

対
外
的
に
は
議
会
を
代
表
し
ま
す
。

　

副
議
長
は
、
議
長
が
欠
け
た
時
、
病
気
や
出
張
で
不
在
の

時
に
議
長
の
代
わ
り
を
務
め
ま
す
。

会　
　

派

　

議
会
の
意
思
は
、
多
数
決
に
よ
っ
て
決
め
ら
れ
ま
す
。
そ

こ
で
、
共
通
の
意
見
や
考
え
方
を
持
つ
議
員
が
、
そ
れ
ら
を

議
会
の
意
思
に
反
映
さ
せ
よ
う
と
し
て
結
成
し
た
グ
ル
ー
プ

を
、
会
派
と
呼
ん
で
い
ま
す
。

　

会
派
は
、
単
独
の
政
党
に
所
属
す
る
議
員
で
結
成
す
る
場

合
や
複
数
の
政
党
所
属
議
員
で
結
成
す
る
場
合
な
ど
、
さ
ま

ざ
ま
で
す
が
、
円
滑
な
議
会
運
営
を
行
っ
て
い
く
う
え
で
必

要
な
も
の
で
す
。

議　
　

決

　

区
長
や
議
員
か
ら
提
出
さ
れ
た
議
案
な
ど
を
審
議
し
て
、

議
会
の
意
思
を
決
め
る
こ
と
を
議
決
と
い
い
ま
す
（
下
図
参

照
）。

　

議
決
す
る
主
な
も
の
は
、
条
例
の
制
定
・
改
正
・
廃
止
、

予
算
の
決
定
、
決
算
の
認
定
、
区
が
結
ぶ
重
要
な
契
約
、
財

産
の
取
得
・
処
分
な
ど
で
す
。

選
挙
、
選
任
・
任
命
同
意

　

議
会
は
、
議
長
や
副
議
長
、
選
挙
管
理
委
員
な
ど
を
選
挙

で
選
び
ま
す
。
ま
た
、
区
長
が
副
区
長
、
監
査
委
員
を
選
任

す
る
と
き
や
教
育
委
員
を
任
命
す
る
と
き
に
、
同
意
す
る
か

否
か
を
決
め
ま
す
。

区
政
の
調
査
と
監
査

　

区
の
仕
事
が
正
し
く
行
わ
れ
て
い
る
か
ど
う
か
を
調
査
し
、

報
告
を
求
め
る
こ
と
も
、
議
会
の
大
切
な
仕
事
で
す
。
本
会

議
で
一
般
質
問
を
行
い
、
委
員
会
で
区
か
ら
受
け
た
報
告
に

対
し
て
質
問
を
す
る
な
ど
、
常
に
、
区
政
を
チ
ェ
ッ
ク
し
て

い
ま
す
。

　

ま
た
、
監
査
委
員
に
専
門
的
な
監
査
を
求
め
て
、
結
果
の

報
告
を
受
け
ま
す
。
委
員
会
は
議
決
に
よ
り
議
会
の
閉
会
中

も
審
査
や
調
査
を
行
う
こ
と
が
で
き
ま
す
。

意
見
書
、
要
望
書
の
提
出
と
決
議

　

区
民
生
活
に
関
わ
る
重
大
な
問
題
で
も
、
そ
れ
が
国
や
都

の
仕
事
で
あ
る
た
め
、
区
だ
け
で
は
解
決
で
き
な
い
こ
と
も

あ
り
ま
す
。
こ
の
よ
う
な
と
き
に
は
、
関
係
機
関
に
意
見
書

や
要
望
書
を
提
出
し
、
解
決
を
求
め
て
い
ま
す
。

　

ま
た
、
議
会
の
意
思
表
明
と
し
て
、
決
議
を
行
う
こ
と
も

あ
り
ま
す
。

請
願
等
の
受
理
と
審
査

　

議
会
で
は
、
区
政
に
関
す
る
皆
さ
ん
の
意
見
や
要
望
を
請

願
や
陳
情
と
い
っ
た
形
で
受
け
付
け
て
い
ま
す
。
詳
し
く

は
、
７
面
下
段
「
請
願
・
陳
情
に
つ
い
て
」
を
ご
覧
く
だ
さ

い
。


